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令和６年８月１６日 

 

ＪＤＳＡ認定教育登録証の偽造登録証にご注意ください！ 

 

公益社団法人日本訪問販売協会（以下「協会」という。）では、協会が定めた教育カリキュラムを履修

し、一定の評価を得た販売員にＪＤＳＡ認定教育登録証（以下、「登録証」という。）を交付するＪＤＳ

Ａ教育登録制度を実施していますが、この度、偽造された登録証の存在が確認されました。 

 

登録証は協会の正会員事業者に所属する販売員のみが所持するものであり、それ以外の者が所持するこ

とはありません。また、表と裏の両面に所定の印刷・印字・押印があります。 

 

この度確認された偽造登録証は、「会員事業者の名称」として協会に加盟していない事業者名が表記さ

れており、裏面の印刷等が全くないものでした。 

 

協会の正会員以外の事業者名が記載された登録証は偽造登録証になります。 

 

協会の正会員は公式ＷＥＢサイトの会員一覧、または、協会の消費者相談室「訪問販売ホットライン」

でご確認いただけます。 

 

登録証を提示された場合は、偽造登録証にご注意ください！ 

 

＜登録証の見本＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※登録証はクレジットカードサイズ（８６ｍｍ×５４ｍｍ）です。 

 

公益社団法人日本訪問販売協会 消費者相談室「訪問販売ホットライン」 

月～金（年末年始・祝祭日を除く） 

午前１０時〜１２時／午後１時〜４時３０分 

【フリーダイヤル】０１２０－５１３－５０６ 

【ＷＥＢサイト】ｈｔｔｐ：／／ｊｄｓａ．ｏｒ．ｊｐ 

 

登録証を交付された

販売員の氏名です 

協会が事業者毎に設定する番

号と事業者が販売員毎に設定

する番号で構成されます 

(公社)日本訪問販売協会

の正会員の名称です 

押印があります 

最長３年までの期間の中で

事業者が任意に設定します 

表面 

裏面 


